
島木赤彦伝記上の問題

―その出生日,出生地をめぐって―
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⊥ﾘ赤彦が生まれたのは，明治9年の12月であるが，その出生日については，従来二とお

ウの記述があって，そのいずれによるぺきか定めかねるものがあった。また，その出生地に

ついても異説があって，必ずしもはっきりしていないところがある。すなわち，赤彦の生家

塚原家の本籍地である長野県の上諏訪（現諏訪市）ではなく，同県諏訪郡の旧豊平村（現茅

野市）であるという説が提出されて，一時大きな論議を呼んだ。それが明確な結論を出せな

いで今日にいたっている。また，これに関連しては，塚原家が上諏訪から豊平村に移った時

娼期も問題になるけれども，それも今なお明らかになっているとはいいがたい。本稿は，こう

した赤彦の出生に関する問題をとりあげ，尋れらを廻って考察をほどこしつつ，新たな資料

によってこの問題を解決しようとするものである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
ﾔ彦の出生に関する記録として長いあいだ通説の拠りどころとなってきたのは，旧版r赤

彦全集』第8巻（岩波雷店，，昭和5年）付載の赤彦年譜の珠の記載であった。

明治九年

十二月十七日長野県諏訪郡上諏訪町千三百三十四番地ノ内一番に生る。．

この全集年譜は，「アララギ」の「島木赤彦追悼号」（大正15年10月）の下島木赤彦略年譜

（宋定稿）」を訂補したものであるが，その追悼号の年譜というのは，もと赤彦の教景時代の

教え子である金原省吾が作った原稿を下敷にして赤彦直門の藤沢古実が関係者と協力して編

んだものである。それが相当信頼してよいものと患われる上に，全集年譜はそれをさらに訂

正補筆したものであるから，世間の信用をえたとしても当然である。それで，各種の事典な
どもこれにしたがっているのである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

赤彦の出生日に二種の記述があるという．のは・上記全集年譜では，これを「12月17日」と

しているのに対して・他に「12月16日」とするも『）があるということである。たとえば，

守屋喜七編の『島木赤彦』（久保田俊彦先生迫悼謝恩会〔昭和12年〕）付載の年譜がそれであ
る。そしてこの年譜を作ったのもまた1赤彦に親しんだ人びとであると推察されるのであ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r

る9　　　　　帆　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼ

こうした場合・一般的に新しく作られたも⑳の方がより精確度が高いと考えてよいとする

ならば，むろん，後者の方が正しいということになる。しかも，さきに全集年譜の原稿を作

った金原省吾ものちにあらわした赤彦俵では．「島木赤彦先生は明治九年十二月十六日に長

野県上諏訪町天神小路に生れました。」（『赤彦の人と芸術』所収「赤彦の生涯」，蓼科書房，
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昭和24年）と記しているのである。してみれば、赤彦は12月16日に生まれた，とするのがや

はり正しいであろうか。

ところが，簡単にそうとも言い蟄轟ないなそれというのも，双方ともにその根拠が明らか

でないため当否を容易に警賑できない蒙か摯か，先年『赤彦全集』が再刊されて，その年譜

では旧全集の誤ウをいくウ癖轟釜もて籍裂こもかかわらず，この部分に関してはまったく手

を加えず，依然として舞嚢叢童をi藍栽しているというようなことが一方になおあるからであ

る。

次に，崖生懇こr聴《椿うと．こ無こ屯必ずしもはっきりしないところがある。その理由

の一つは，こ邸年護軽譲蓑｛糞養養鑛磐絃二つの年譜の記載は同じである）の仕方に問題が

あるためで毒彗．錘苺一う建．轟彦毒墨生地が果してこの場所であるかどうか疑問があるか

らである魯護聾雛藍駆孟鑑簸糞慧，轟時は「郡区町村編制法」が施行される以前で，大区

小区擬の縫糞重憲垂劃ら，蓉敷甕函としての諏訪郡というものは存在しなかったはずである

のに，そ義藩ここ監難き潅て》ると醇｛うことと，赤彦出生の明治9年にはまだ戸籍｝こは地番

渉認さ転て嚢らず芦悉蚕譲さ轟てい丸時期であるのに，ここに地番が記されているのは厳密

な年誰魯鍮ともζ夢奪く欝遜誤憲るのではなかろうか，ということである。また後者は，

善ポじあ瓢亀達べ髭よう麺．主とし．て，赤彦の嵐生地が年譜にあるとおりの上諏訪であるのか，

それと亀薫錘難軽錘豊宰縫であるのか疑問である，ということにほかならない。

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豆

@こうした赤彦の雛生露｝畠生地に翼する疑問のうち，いま出生日の方はさて措いて，出生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，nからまず調べてみること紀しよう。

はじめに上に疑問として挙げたことを一応調べてみると，諏訪郡が「郡区町村編制法」

（明治ユ1年7月，太政官掬告第17号）によって行政区画として生まれたのは明治12年のこと

である。すなわち，赤彦の嵐生当時にはそれはまだ存在していなかったことが明瞭になる。

したがって全集年譜にこの郡の名を記しているのはいささか問題であるということになる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ﾞろん地方的呼称としての諏訪郡は古くからあったのであり，通常これを用いてきでいるの

であるから，それを年譜に詑したとしても誤りであるとはいえない。しかし，この法施行ま

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．ﾅの郡というものは境界も定かではなかったものであるから，それを精確な年譜を編もうと

するときに用いるめには，絹当の考癒が必要であると思われるのである。また，戸籍に地番

が記されるようになったのは，もっと後年のことであって，赤彦の出生当時は，戸番が記さ

れていたのであったことも盟らかになる自その点，この年譜に地番を記しているのも，やは

りある程度考慮すぺき問題となりうるであろう。

これに加えてさらにいうならば，この年譜では，赤彦の出生地を「上諏訪町」としている

けれども，これは疑問の余地なく誤りである。赤彦がこの地で生まれたとするな1らぱ，そ

の明治9年には，この土地はいまだ「上諏訪村」であった。上諏訪町は，上諏訪村が町制を
　’ｵいてできたものではあるが，その改称は貌治24年4月28日のことであり，それ以前は上諏

訪村であったのである（因みに上諏訪村は，旧藩時代のいくつかの村が合併して，明治7年

10月9臼にできた。萌治9年8月20日までは筑摩県錦十三大区四小区に属していたが，翌21

日，岡県が管下の飛騨一円を岐阜県にわけて旧長野県と合併し，新たな長野県が発足した際
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にf南」の一字を加えられて，南第十三大区四小区となった。）

こうしてみると，信愚性の高いと思われる全集の年譜も疑問の目をもってみなければなら

ないことがわかってくるが，では，年譜にある地番はどうであるかというと，これについて

も疑問がある。すなわち赤彦は，『赤彦病床記』（久保田夏樹著，沙羅書房，昭和23年）によ

ると，大正15年3月，最後の病床において自分が上諏訪の角間で生まれたことをいい，門弟

の森山汀川が持ってきた同地籍にある塚原家所有の家屋の四枚の写真をみ，最後に泉水の写

っている一枚をじっと眺めて，「これはいい。この水は，殿様から許されて，秋葉様から引い

て来てあるのだ。」といって，ほかの写真といっしょに大切にしまっておくように夫人に命じ

たという（藤沢古実著『赤彦遺言』〔鉄塔書院，昭和4年〕にも同様の記述がある。なお

「秋葉様云凌」’は赤彦の記憶の誤りで，』水は地蔵毒からひいてあったものである）。この家

のあった土地は，上諏訪角間の通称天神小路のつきあたり，いま児童公園になっているとこ

ろであるが，この土地がかつて「千三百三十四番ノ内一番」であったという証拠は，しかし

これまでのところ見出せないからである。昭和31年，この公園の一隅には島木赤彦先生誕生

地記念碑建立会の名で赤彦童謡碑が建てられ，その裏面には，次のような文字が刻まれてい

る。一一「この角間町四二九六番地は島木赤彦（久保田俊彦）先ξ』が，明治九年十三月十七

日塚原浅茅四男として生まれたところであります云々」。そして，昭和44年10月以降，呼称が

かわって，現在ではここは，「諏訪市元町四二九六番地」ということになっているのである。

干それではさきの「千三百三十四番」というのはなんであったかというと，これは，塚原家の

上諏訪の本籍地の地番であった。といっても現在の塚原家の本籍地は上記の児童公園の土地

になっているのでこれら両者の関係がどうであるかについては必ずしも判然としないところ

がある。おそらく塚原家は，赤彦の出生以後一度本籍地を他に移し一一それが「千三百三十

四番ノ内一番」であるう一のちふたたびもとの場所に戻ったもめであろうと推測している

けれども資料的に限界があり，いまだそれを断定することができない。このことについては，

よってしばらく疑問を存したい。

さて，以上のことを踏まえた上で，塚原家の戸籍を古い時期にさかのぼってみると，ちょ

うど，明治9年に新たに作られたものの保存されていることカミわかった。その戸籍から関係

部分をひいてみると，そこには次のような記載がある。

はじめに戸主の住居と氏名が，

上諏訪村　　　六百三十六番屋敷居住

士族

父五一亡

弘化元申辰四月廿五日生

・　　　　　　　　　1塩原栽茅　　　　　　　　　　　　　　　画
一1 @　　　　　　　）碍明治九年一月　　三十一年十月

と記され，続いて象族の名前が並んでいる。そして三人の兄の名前のあとに，赤彦のそれが，

朋治九年十二月十七日　　四男　　塚原俊彦

とある。これによるとすなわち，赤彦の出生日はユ2月17日，出生の場所は，明記されている

わけではないけれども1実父浅茅の住居と同じであるとみてよいであろう。それで，ここに

みえる「六百三十六番屋敷」がどこにあったのかを調べてみると，これはさきのいま児童公
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園になっているところに建っていた家屋のことであることがわかってくる（この家屋は明治

8年まで五百四番歴敷であったものが，9年に戸籍簿の編制がかわった際に上記の戸番にな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占ﾁたのである。）。つまり，赤彦は，これによれば，最後の病康においてみずからいいのこし

たように，上訪諏角間の実父の住居において生まれたということになるわけである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　皿

ｱうして赤彦の出生に関連する賭事項がようやく明らかになるとともに，冒頭に述べた疑

問の半ばもほぼ解けたもののごとくであるが，赤彦の出生については，他に12月16日とする

もの，およびその出生地を上諏訪ではなく，諏訪郡旧豊平村であるとするちののあることは，

すでに述べたとおりである。これらの論の当否はどうであろうか。このうち，これまで出生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←

日のことは問題になったことがないのに対して，出生地をめぐってはさきにも述ぺたように

大きな論議があったので，この方をとりあげてみよう。

赤彦の出生地を上諏訪とするのは，いわば定説ともいうべく，長いあいだ異を唱える者は

いなかったのであるが，戦後になって異説を立てる者があらわれたのである。それは，旧豊

平村の古田学校で赤彦の築父塚醸浅茅の教えをうけ，またのちには赤彦の歌の弟子ともなっ

た小尾左牛（栄）・長田林坪（林平）らの人びとであった。

そのいうところを聞くと，塚原家の本籍地は上諏訪であるが，赤彦が生まれたときには，

同象はすでに豊平村に転居（寄留）しており，赤彦が生まれたのは農平村下古田にあった古・

田学校の校内であるというのである。この下古田というのは，同村の一部落の名で，塚原浅

茅は長くここにある小学校の教員を勤め，ついにこの地で生涯を終えたのであり，赤彦も同

じくここで成長したのである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

昭湘37年10月11日の「信濃毎日新聞」（夕刊）に異説の論拠が紹介されているので，それを

ひいてみる。

1　現在本霧地の諏訪市にある戸繕簿に，赤彦の次兄までは黒字で書いてあるのに，赤彦

からは赤字になっている。これは，・赤彦の生まれた下古田から豊平村（現茅野市豊平）

役場を通じて諏訪市へ届け出たからだ
2　明治9年7月に一家が古囲学校に寄留したことは，同年の古田学校学籍簿に9月・5目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十

付けで赤彦の兄二人が諏訪市高島小学校から転学していることがしるしてあることから

明らかだ

3　赤彦の歌には「故郷は柳川（下古田を流れる川）の岸にあり」とか「古田の生塚に帰

り父母と酒をおきて歌える歌」などと題してよんだ歌があり，赤彦自身が古田学校で生

まれたことをしるしている

一一ｱのような論拠をもって小尾・長田らは漸説を主張するとともに，ここに赤彦生誕の

地を記念するぺく小尾の勤める南信日々新聞社の主宰で∴濾田学校のあと（廃校となり，い

まは建物もない）に記念碑を建立する計画をたてた。そして，着々と準備をすすめたのであ

．る。1

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、贈
一むろん，新説は従来の説を否定するものであるぼかりか，こうした動きは，，その新説を事

実化しよケとするのであるから，これに強く反対する人びとのあったことはいうまでもない。

さきの「信濃毎日新聞」にはその反論乃至反対意見も掲載されているので，それをひくと，

まず，小尾喜作て元高等学校長。左牛らと同じく下古田の出身で，古田学校で浅茅の教えを
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うけ，赤彦とは幼時からとくに交わりの深かった人である）は，次のように反論している。

角間で生まれたことは赤彦先生じしんいっておられたことで，先生のなくなられた十

二日前の大正十五年三月十五日お見舞いにいったとき”角間で生まれ，九カ月たって古

田に行ったのだからまちがえるな”といわれた。また同日付の日記に”森山汀川氏にう

ぶ湯を浴（あ）んだ上諏訪町角間の家の写真をとってほしいとたのむ”としるしてあ

る。年譜は，生前の赤彦先生がいっておられたことや，わたしが子どものときからのつ

きあいで記憶していることなどをもとに，履歴書，日記，家族の話などを総合してつく

った。よほどはっきりした証拠カミない限り動かせない。諏訪市にある戸籍のことはしら

ないが，先生の歌に古田がでてくるのはものこころついてから二十二歳まで住んでいた

のだから当然だとおもう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，．

また，戸籍簿の記載について諏訪市の戸籍課では，「赤字で書いてあるだけで，あとはな

にも書いてない。当時の戸籍簿には同じように赤字で裡｝いてあるものがあちこちにあり，赤

字で書いてあったからといって，よその役場を通してきたものとはいえないだろう」一一こ

のように批判的な意見を述べている。

それから，赤彦の弟（異母弟）塚原葦穂（元小学校長・諏訪市長。当時諏訪市教育委員）

の談話として同紙の伝えるところによると，藻穂は，「わたしは父から兄赤彦は諏訪市で生

まれたときいていた。二十一日の除幕式に出席してくれと話があったが，兄は諏訪市で生ま

れたと信じており，どうしたものか困っている。」と語っている。

赤彦が豊平村で誕生したという説に対しては，このような反論もしくは反対意見または批

判的見解の開陳がみられた。しかし，新説にもとつく記念碑は当初の計画のとおりに建てら

れて，その除幕式が挙行されたのである。現在，旧古田学校の校庭の一隅に建うているその

「赤彦生誕地の碑」の裏面には，そして次のような文言が刻まれている。

「日本の明治大正の歌聖，島木赤彦，本名を久保田俊彦その父塚原浅茅は明治六年四月

学制発布と共に本籍上諏訪より上古田の柳川学校に赴任し同年十二月下古田の新民学校と合

併して古田学校が建たれ校内別室に住居し専ら教育を全うす，此父の四男として虜治九年十

二月十七日こ玉に誕生した塚原俊彦は云々」一こうして，赤彦の誕生地は，今や二つ並立

した形になっているのである。

ここで豊平村生誕説と記念碑建立にいたることめ経過を想察するに∫新説を主張する側は，

少しく自説を主張するに急で，窮業をすすめるのに強引でありすぎたように思われる。一・いく

つか挙げているその論拠というものも，上紀のごとき反対意見に対して，よく充分な説得力

をもち，または，よく対抗しうるものであるようには思われない。たどえば，赤彦の歌の詞

祖：に古田を故郷といい，そこにある家を生寂と呼んだりしているなどのことを論拠としてい

るけれども，その土地で生まれなくとも幼時から育った土地を故郷といい，その地にある父

母の家を生家と呼ぶことなども当然ありうることで，これは論拠としてそう強いものとはな

りえないであろう。’　　＾

しかし，豊平村出生説もまた，早急に否定してしまうことのできないものを含んでいるこ

とは確がである。古田学校の学籍簿の記録のことが論拠の一つとなっているのに，この点に

関しでどうみるか問題をのこしているほか；赤彦が上諏訪で生まれたとしたならば，その自

　　　　　　　　1薰ﾆ浅茅が赤彦の出生当時ずでに勤務していた豊平村の古田学校とのあいだには2里半ほど

の距離があるけれども，その長い道のりを浅茅はどのようにして学校に通っていたのかとい
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うようなことも疑問となるからである。また，全集年譜は塚原家は赤彦誕生の翌闘治10年8

月に上諏訪から豊平村へ転居したとしているけれども，これも根拠淋不明の記録であり，信

頼してよいかどうかわからないというようなこともある。こうして，これまでのところでは

，　この問題はなお検討すぺきものをのこしている，といわなければならないのである。

w
ところで，赤彦の出生地に関するこれまでの経過を述べようとしてかなり迂路をたどって

きたが，ここで，その後私の明らかにしえたことを結論的に述ぺるならば，赤彦の出生地は

上諏訪村，誕生日は12月16日である，ということになるのである。

その根拠となるのは，新たに私が塚原家の土蔵のなかから探し求めることをえた塚原浅茅

の日記その他の文書類の記録である、この詳細については別稿の準備もしているので，他の

機会に簸るとして，これらの詑録によると，塚原家が上諏訪から豊平村へ転居したのは明治

10年の8月であったことが知られ，そのことからそれ以前は一家が上諏訪に住んでいたこと

が囲瞭になり，また，赤彦も上諏訪村で誕生したことがわかるのである。

いま塚原蒙の転居の状況についてはあとで述べることにして，ここにこれに関連して赤彦

の豊平村出生説の論拠の一つとなっていた古田学校の学籍簿の記録のことをいっておくなら

ば，この学籍鯨の記録云々は，じつはまったく論拠とはなりえないものであったポ塚原家に

は右の学籍鯨も所蔵されており，それによると，赤彦の兄3人が古田学校に入校したのは，
墾治9年ではなく，朋治10年の9月5日であったのである。この学籍簿は表紙には明治九年　　　　　　　　　　　　L

ﾌ文字が認められる（表紙中央に大きく「学籍簿」，その右肩に「明治九年」，左脇に「七月

第三十一番　古田学校」とある）けれども，なかに記されている入校者の年次はさまざまで

あって，右の3人については，上記のごとくに記録されているのである。

そしてもう一つ，赤彦が上諏訪で生まれたとすることへの疑問と考えられた上諏訪の家と

勤め先の古田学校とが遠く隔たっているのを浅茅はどのようにしていたかということについ

ては，毎日徒歩で通勤していたことが日記の記述によって推測される。学校までは長い道の

りでほあるが，浅茅は健脚であり，通勤不能というほど困難なことでもなかったものと思わ

れる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・、，

なお，戸婿に赤彦以下のきょうだいの名が朱筆で記されている法的根拠についてはいま江

っまびらかにしないけれども，これが赤彦の上諏訪出生を否定するものでないことは，上記

のことからもすでに明白であろう。

ユ2月16日が赤彦の実際の出生日であることは，浅茅の日記の明治9年12月中の次の記録に

よって知ることができる（「同断」の文字は浅茅が当日古田学校に出勤したことを意味する）。

十六目　晴　　同日午前六時四男　　　　　　　　　　　　・
同断　　　俊彦出生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　、

このほか塚原家には赤彦の膀の緒や出産祝儀帳も保存されており，それらの包紙や表紙に

も赤彦が明治9年（丙子）12月16日午前6時の団生であることが明記されているのである。

赤彦の出生にかかわる当初の疑問は，このようにして，1ここにおおかた解消されたという

てよいであろう。その年譜の記載も，したがって上述したところによって訂正されなければ

ならないところがあるはずである。また各樋の事典類の闘係事項の記述ピも一部訂正を要す

るものがあることはいうまでもあるまい。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　V　、

氓｢で上述のことに関連するものとして，塚原家の豊平村転居の時期および導撃惰について

明らかにしておこう。

この転居の時期は，豊平村出生説によれば，明治6，7年ごろということになるのであろ

うが，明治10年8月であることは，前節で述ぺたとおりである。なおそれを詳しくいうと，

転居の日は8月26日である。これはすでに全集年譜にも

明治十年

八月　二十六日同郡豊平村下古田支校々内に全家移住。

とあって，この記述が正しかったといえる。（ただし，学校名を「下古田支校」としている

のは正確ではない。同校が甫大塩尋常小学校の支校となるのは明治19年4月である。この

点，守屋喜七編r島木赤彦』の年譜には，正しく「古田学校」と記されている。）。

その転居の8月26日であることを証するものはいくつかあるけれども，いまくわしくそれ

を知ることのできるものとして浅茅の周記から関係部分をひくと，浅茅は明治ユ0年8月の日

記中に次のように記録している。－19日「当日より宿二於て荷持」20目「同断同日泰蔵秀彦

両名高島学校ヨリ退校ス」21日「同断同日ヨリ荷物九駄逓送ス」26日「同日当校家内中移転

ス云々」27日「同日泰蔵秀彦武彦三名学校に入校束修料二十銭出ス」一このおわりの子供の

古田学校入校の日付は，学籍簿の日付とは着干ずれているけれども，それはこの際，問題と

なることではないであろう。

そこで，塚原家が輩平村に転居することになった理由はどうかというと，、それは浅茅が今

後とも長く古田学校に教員として勤めることになり，現地居住が義務づけられたためであっ

たといってよいようである。．

塚原家は旧藩時代には諏訪高島藩の桶職であった。それで幼年にして父め死に遭った浅茅

もまた早くから家職を継ぐぺく修業を積んだ。しかし，むしろ学問を好んだらしい浅茅は，

藩校長善館の授読石城東山に漢学を学ぶかたわら，仲間をかたらって自学自習にりとめた。

また明治に入って高島藩に国学校が設立されるとそれに入学して，飯田武郷に就いて国学を

修めた。こうして廃藩置県になり，新しい学校制度がはじまると，明治6年4月，浅茅はや

がて豊平村の発足（明治8年2月）にともなってこれに併合されるにいたった，当時の上古

田村柳川学校の学事掛を拝命，翌7年の6月には筑摩県師範講習所の下等小学師範学科を卒

業して，7月からこの古田学校（柳川学校は明治6年12月，学区改正により古田学校に合併

された）の教員となったのであ6た（辞令は7．月20日付，事実は6月下旬から勤務）。古田学

校の教員となるにあたっては村当局とのあいだに契約を結んでいたが，その2年半の期限は，

すでに明治9年の12月で切れていた。そこで以後の身の振り方は当然浅茅の大きな問題とな

ってきたのであるが，それが結局，古田学校の勤蕩を継統することになったのである。

この間古田学校教員再任の許可をうるために浅茅は改めて長野県師範学校松本支校の講習

をうけ，この年5月にその小学師範学科第一期課程を了えていた。そして7月に，準訓醇三

等の資格をもうて古田学校在勤の命をうけることができたのである（さらに11月，浅茅は上

等小学師範学科講習を受講している）。

浅茅が古田学校の教員に再任されるにあたっては，現地居住が条件の一つになっていたこ
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とは，浅茅が村当局と結んだ2通の「条約轡」の控えがその日記のなかにあって，再任が正

式にきまる醸に結ばれた新しい方の「条約霜」に学校内寄宿のことが明記されているのによ

って，それを知ることができる。

少しな力二いが，この新旧の「条約雷」をここにひいてみよう。

條約毅｝
今毅豊挙村村吏井學校世話役筑摩縣士族塚原淺茅ト取結鎌約左ノ如シ

第一條
明治七年六月廿四日ヨリ向明治九年十二月造古田學校へ下等小學教員トシテ相傭候事　　・

第二條
右履中居宅貸渡スヘキ班

第三條
月給ハーケ月六画ツ・三ケ月分取束四季月末相渡候事

第四條
赴任菟蹄之節麹來旗難ハ御規則之涌栢渡可申瑛

第五條
學校之規則井敢則授業時限等バ几テ當縣師範學校御成規ヲ誤ル可ラサル事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、譏Z條
醗校之儀二付建議之件々ハ都テ校中役員ト談判昌及ヒ學医取締ヲ歴テ縣廃へ伺出ヘキ事

第七條
雁期限中病昌羅リーケ月引寵ル節ハ半月分ノ給ヲ渡スベシ若シニケ月除二及フ時’・鹿裁

ヲ乞テ雇ヲ鮮ヘキ臨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、、凸、

第八條　　　　　　　　　　　　　　　一
脈期限中過失或ハ怠惰ニシテ其職不盤時ハ其目ヨリ給料ヲ鮮キ可申築

右之飛i交換候條約書如件

豊準村

明治　年　月　　　　　　　　　　　　　　　戸長　1一

小尾為戯　　印
副戸長’

長　田　維五郎　　印

（以下2名省署）

【　　　　　　　　　　　　　　　　　古田學校、　　　　　闇

世語役

長田五郎左衛門　　印

（以下1工名省屡D

筑騰士族⑳一　　　　　　　　’
@第十三大旺小四笹

僑濃國諏訪郡上諏訪村五百四番屋敷居住

塚原ヤ淺・茅　　印

條約書
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今般長埜縣士族塚原淺茅古田學校激員二推畢致候昌付在勤拝命ノ後當十年六月ヨリ向十

三年五月造履行可致條約如左

第L條　　　　　　　　　　　　　皆

在勤中校内寄宿ノ蟻

第二條
月給金六圓毎日廿五日相渡候事

第三條　　　　　’

在勤中薪炭油校費ノ事　　　　　　　　　　・

第四條
赴任菟蹄ノ節旅費及ヒ報酬金等規則ノ通相渡候宴

第五條
學校ノ規則敏則並二授業時限等凡テ當縣師範學校ノ成規ヲ誤ラザル事

第六條　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→
敢育ノ儀二付建議スヘキ事ハ該校執事昌議リ學匿取締ヲ経テ上申スヘキ事　　　　　、

第七條　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P　　　　　1
病氣或ハ事故アリテ不勤ノ節ハ成規ノ通月級ヲ可減事

第八條　　　　　　　　　　　　　　・　、　．　1
在勤中過失又ハ怠惰ニテ縣麗ヨリ職ヲ解カル・時ハ蹄程旗費不相渡候事

第九條
在勤中萬一病死等アル時ハ報酬金拉二臨程ソ族費家族ぺ可相渡事‘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，E交換條約如件∫、・　　　．　　　　　　　　　　　・　、　　　　　　　一』’

第十四大旺四小匿・’　　　　・

明治十年六月、　　　　　　　　　　　　諏訪郡豊ZF村　　　　、，　」軋

・　　　　　　　　　　戸長・

唱　　．，　ぜ　　　　　　　　・　　小　尾　為造　　印　’

副戸長

．　　　　　　　・　　　　　　　竹内　重左術門　　印・

（以下3名省暑〉　’

．　　　　　　　　　　　　．　　第十九番中學匪第二十六番小學　　　『　　・
『冒

@　．　　　古田學校　執事　　　　　　　　　、’　ド

壁　　　　　・　　　　　　．　，　　　　長田五郎左術門一　印

＼　　　　　　　　　　世話役

一ピ　　　　　　　　　　　　　　　　竹内　亀藏　　印
■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下13名省署）

長埜縣士族

第十三大匹四小匪諏訪郡上諏訪村

’　　　　　　　　　　　　　六百三十六番屋敷地居佳（蜘騨饗e縫勤

塚原淺茅　　印
旧い方の第2条にも居宅の貸与のことがあるけれども，これは現地居住を強制的に定めた

ものではなかったのではなかろうか。それに対して，新しい方の第1条は，かなり賜確に，
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現地居佐を義務づけたもののように考えられる。すなわち，この新しい「条約轡」は，筑摩

県と長野県とが合併し新長野県が発足したすぐあとの明治9年11月，県が定めた「小学校教

員等級並二進退取扱規則」に付された「条約書」の盤式例文（愈沢剛著『小学校の歴史皿』

による。この轡式例文は，半ば強制的な意味をもつものであったと考えられる。）にしたがっ

たものと考えてよいが，県の示した例文をみると，その第1条には，浅茅が村当局と結んだ

のと同じ学校内寄宿の規定が認められるのである。

なおこれら新胆二とおりの「条約轡」のうち，新しい方が浅茅にとって楕段に有利になっ

ているけれども一契約期間が2年半から3年に延長され，俸給の支給方法が四季払いから

毎月渡しとなり，病気・過失・怠惰などによる減俸，解職等に関しての条件の改善が認めら

れるほか，在勤中の薪炭・油を校費支出とすることや，病死の場合の遺族への補償のことな

どもきめられている一一一これも県の「条約甚｝」の例文にしたがった結果おのずとこうなった

のであって，ここには次第に制度の整備されていく状態をみとることができるであろう（も

とこの条約を結ぶことは，旧長野県にはなく，筑摩県に行なわれていたのを，合県後の長野

梁がその方式を採って全県下に及ぼしたものであるというから（倉沢氏前掲譲）旧い方の「条

約轡」も筑摩県の示した例文にしたがって結ばれたものであろう。けれども，県の示したそ

れをみると，梨は，村当局が教員と条約を結ぶにあたって宿舎を提供せず「自費借宅」とす

ることや，また，i薪炭・油等の手当を一切支給しない条件で条約を結ぶことも認めているの

である。それと浅茅の結んだ新「条約秘」とを比べてみると，浅茅の結んだ新しい「条約

欝」の条件は，県の例示した諸案のなかから浅茅にとって有利な方をとったものということ

ができる。つまり，村の当局者が浅茅を優遇しようとする気持をもっていたことが，この

　　　　　　　　　　亀u条約秘∫からはうかがわれるのである。浅茅はこのときすでに村人のあいだに相当な信望

をえていたのではなかったであろうか。

こうして現地居住が義務づけられた上に，古田学校に長く勤めるとなると，いかに健脚で

あっても，球族を上諏訪の自宅においたままで，ひとりいつまでも遠い道のりを通勤するこ

とのできがたいことは，目に見えた道理である。これはやはり早晩豊平村に転居せざるをえ

なくなるであろう。

塚原家の豊平村への転居は，およそこのようにして行なわれることになったと推察される

のである。

上諏訪に生まれた赤彦もまた，こうして一家の転居にともなって豊平村に移り，この地に

おいて成長することになうた。そして，これらのことは，すなわち，城下町に士族の子とし

て生まれたことと八ケ岳裾野地帯のこの山村に教育者の子として成長したこととは，ともに

赤彦の精神形成の上で，じつに大きな意味をもつことになったのである。

Q972年9月稿）
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